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議会基本条例の検証・評価について（まとめ） 

 

  岩見沢市議会基本条例は、令和４年１２月に制定し、令和５年４月１日より施行さ

れ、本年度初めて評価・検証を実施したものであります。 

  令和５年度、議会運営委員会において先進地視察を行い、評価・検証の方法等につ

いて調査を行い、当市議会においては、条例の理念や規範等に基づき議会の活動が実

現できているかどうかを「評価・検証シート」を用いて、議員それぞれが自己評価を

行い、会派において評価を集約し、各会派からの評価を条文ごとに審議し評価を行い

ました。 

  総評として、評価になじまず対象外とした項目が２２項目あり、A 評価から E 評価

までの５段階評価で、「A 評価」の項目は１１件、３２％。「B 評価」の項目は２２件、

６５％。「C 評価」の項目は１件、３％。「D 評価」及び「E 評価」の項目は０件とな

り、「A 評価」及び「B 評価」の合計した場合３３件、９７％となり、高い達成率とな

っております。しかし、「B 評価」について、達成項目のため継続した改善が必要であ

り、また、「C 評価」については、検討課題として早急に改善努力の取組が必要となっ

ております。 

 

 

   評価の段階（各達成度） 

      Ａ ： ８０％ 程度以上 

      Ｂ ： ８０～６０％ 程度 

      Ｃ ： ６０～４０％ 程度 

      Ｄ ： ４０～２０％ 程度 

      Ｅ ： ２０％ 程度以下 

      － ： 評価対象外 

 

 



【評価・検証シート】 【評価】Ａ：( 80 ％程度以上)、B：(80～60 ％程度)、 C：(60～40 ％程度)、

Ｄ：(40～20 ％程度)、E：(20 ％程度以下)、－：評価対象外

章 条 項 号 条文 評価 評価内容 今後の対応

第１章 (目的)

総則 第１条

(基本理念)

第２条

第２章 (議会活動の原則)

議会及び 第３条

議員活動 第１号

の原則

第２号 　多様な市民の意見を把握し、市政に反映できるよう市民

参画の拡充に努めること。

第１項

第２項

　市長等による事務の執行を監視し、けん制し、評価を行

うこと。

　この条例は、二元代表制における岩見沢市議会(以下「議

会」という)及び岩見沢市議会議員(以下「議員」という)の

責務、活動の原則その他の議会に関する基本的な事項を定

めることにより、岩見沢市民の付託にこたえ、もって市民

福祉の向上及び市政の発展に寄与することを目的とする。

（評価対象外）

ー

　直接選挙で選ばれた代表で構成される議会は、岩見沢市

まちづくり基本条例において「市の意思を決める議決機

関」であり、「市長等による事務の執行を監視し、及びけ

ん制し、市民の意思を政策に反映させる」ことが定められ

ている。まさしく議会とは二元代表制の一翼を担い、首長

と議会がそれぞれの機能を発揮しながら、住民自治を始め

とする日本国憲法に定める地方自治の本旨を目指すもので

ある。

　その実現のために、議会は自らの重責を認識し、開かれ

た議会運営を目指し、議員は、個々の資質を高めるべく自

己研鑽に努め、市民参加を基本としたまちづくりを推進す

る責務がある。

　よって、我々は、市民の負託に応える岩見沢市議会を築

くべく、議会及び議員の関係性や規範等を明文化し、遵

守、実践するとともに、絶えることなく続く議会改革に積

極的に邁進することを決意し、ここに「岩見沢市議会基本

条例」を制定する。

前文

（評価対象外）

ー

各号において評価

（評価対象外）

ー

ー

　議会は、市政における意思決定機関として、その責務を

果たすものとする。

　議員は、前項の意思決定機関の構成員として、その責務

を果たすものとする。

　議会は、市政における意思決定機関であることを認識

し、次に掲げる原則に基づき行動しなければならない。

事務執行に対し、監視、けん制を行っているが評価ま

では至っていない。
Ｂ

より研鑽を積み、評価の

考え方の理解を深める。

市議会と市民との意見交換会などを実施し、意見聴取

に努め質問等に反映している。

さらに強化充実に努力す

る。
Ｂ



【評価・検証シート】 【評価】Ａ：( 80 ％程度以上)、B：(80～60 ％程度)、 C：(60～40 ％程度)、

Ｄ：(40～20 ％程度)、E：(20 ％程度以下)、－：評価対象外

章 条 項 号 条文 評価 評価内容 今後の対応

第３号 討議の場数を増やす。

第４号

第５号

(議員活動の原則)

第４条

第１号

第２号

第３号

第４号

(議員の政治倫理) 第１項

第５条

第２項 　議員の政治倫理に関し必要な事項は、別に定める。 ー （評価対象外）

(議長及び副議長) 第１項

第６条

第２項

(会派) 第１項

第７条

第２項

　議員は、選挙で選ばれた市民全体の代表であることを自

覚し、次に掲げる原則に従い活動するものとする。

　意思決定にあたって、議員間、市長等との自由な討議を

通し、合意形成に努めること。

　公正性及び透明性を確保した議会運営を目指し、市民か

ら信頼される議会を目指すこと。

　この条例の趣旨を踏まえ、議会に関して定められた条

例、規則及び議会内の申し合わせ事項等を継続的に見直す

こと。

　会派は、議会運営、政策形成に関し、必要に応じて会派

間で調整を行い、合意形成に努めるものとする。

　市民がまちづくりの主体であることを認識し、一部団体

及び地域の代表にとらわれず、市全体のまちづくりの視点

で市民福祉の向上を目指して活動すること。

　市政の課題全般について、広く市民の意思を把握し、こ

れを政策形成に反映できるように努めること。

　議会における審議及び政策立案活動の充実を図るため、

積極的に調査研究、自己研鑽に努めること。

　議会活動について、積極的に情報の発信を行うとともに

説明責任を果たすこと。

　議員は、市民全体の奉仕者として、政治倫理及び人格の

向上に努め、常に良心に従い、誠実かつ公正にその職務を

行わなければならない。

　議長は、議会を代表する立場として中立かつ公平な職務

を行い、議会の秩序保持、議事の整理及び議会事務を統理

する。

　前項の規定は、副議長が議長の職務を行う場合について

準用する。この場合において、同項中「議長」とあるのは

「副議長」と読み替えるものとする。

　議員は、議会活動を円滑に実施するために、会派を結成

することができる。

Ｃ
意思決定にあたり議論を行っているものの、まだ十分

とは言い難い。

公平性・透明性を確保しながら、積極的な議論ができ

る議会運営に取り組んでいる。
Ａ

引き続き、市民の意見を

聞く機会を増やすことに

努力する。

B

行政視察・議員研修などを実施し、特定の議案に関す

る活動は出来ているものの、市政全般となるとまだ足

りていない。

より研鑽を積む努力が必

要がある。

Ｂ

地方自治法・全国市議会議長会の動向を注視し必要に

応じて見直しを行っている。

引き続き、動向等に注視

する。

特定の地域や団体等にこだわらず、全体最適を意識し

ながら活動を行っている。B

さらに議員は努力をしな

ければならない。

各号において評価ー

B

市議会と市民との意見交換会を実施、また、日頃の活

動から意見聴取及び把握に努めたが、その機会が少な

かった。

引き続き、情報発信を行

うとともに説明責任を果

たしていく。

市議会として、SNSの発信やHPの更新、議会広報誌

の発行を行っている。

B

代表者会議や幹事長会議、各委員会等において議会運

営に関する合意形成に努めている。

引き続き、必要に応じ調

整を行う。

（評価対象外）

（評価対象外）

（評価対象外）

（評価対象外）

ー

ー

ー

ー

B



【評価・検証シート】 【評価】Ａ：( 80 ％程度以上)、B：(80～60 ％程度)、 C：(60～40 ％程度)、

Ｄ：(40～20 ％程度)、E：(20 ％程度以下)、－：評価対象外

章 条 項 号 条文 評価 評価内容 今後の対応

(議会の合意形成) 第１項 積極的な討議に努める。

第８条

第２項 一部で議論はあるが、まだ十分とは言い難い。

(災害時の議会対応) 第１項

第9条

第２項

第３項 　災害時の議会の行動基準等については、別に定める。 ー （評価対象外）

第３章 (市民参加及び市民 第１項

市民参加 との連携)

及び市民 第10条

との連携 第２項

第３項 　本会議及び委員会は、公開を原則とする。 A 実施しており問題ないと考える。

第４項 制度は存在しているが、事例や機会が無かった。

第４章 (議会と市長等との 第１項

議会と市 関係)

長等との 第11条

関係

第２項

第３項

B

必要に応じ、議論を行っ

ていく。

B

議会BCPを定め、緊急連絡時の通信確認訓練を行っ

た。

訓練の継続及び多様な訓

練についても要検討。

　議会は、言論の府であることを十分に認識し、議員相互

間の公平で自由な討議を中心に運営されなければならな

い。

B

議員相互間で公平で自由な討議を行い議会を運営して

きた。十分ではなかった。

　議会は、本会議及び委員会において、議案の審議及び審

査にあたり結論を出す場合にあたっては、合意形成に向け

て議員相互間の議論を尽くすように努めるものとする。

　議会は、災害等の緊急の事態が発生したときは、総合的

かつ機能的な活動を図ることができるようにするため、危

機管理体制の整備に努めなければならない。

対等で緊張感のある関係を構築しつつ、事務執行に対

し監視、けん制を行っているが評価までは至っていな

い。政策の立案及び提言に関しては努力を要する。

B

評価及び政策の立案、提

言に関しては努力を要す

る。

その様な場面が無かった。また、当然そうあるべきで

あり、評価せずとした。

SNSでの発信や議会広報誌の発行などを行っている

が、広報広聴委員会においてさらなる検討が行われて

いる。

B

継続して、広報の充実に

向け検討を重ねていく。

B

市議会と市民の意見交換会を開催しているが、議会活

動への反映を目的とすると更なる検討が必要。

意見交換会等の充実のた

め検討が必要。

（評価対象外）

ー

　議会は、二元代表制の下、市長等の執行機関と対等で緊

張感のある関係を構築し、市長等の事務の執行を監視及び

けん制し、評価を行うとともに、政策の立案及び提言を通

して、市政の発展に取り組むものとする。

　本会議及び委員会における質疑及び質問は、広く市政の

課題に関する論点及び争点を明らかにするため、一括方式

によるほか、一問一答方式で行うことができる。

　市長等は議員からの質疑及び質問を受けたときは、その

論点を整理するため、議長又は当該委員会の長の許可を得

て、当該議員に対し反問することができる。

　議会は、市民の意向を議会活動に反映することが出来る

よう、広く市民の意見を聴取する機会の確保に努めなけれ

ばならない。

　議会は、地方自治法に規定された公聴会制度及び参考人

制度を十分活用し、市民の専門的な識見等を議会の政策形

成に反映させるよう努めなければならない。

　議会は、災害復旧に必要な予算を迅速に決定するなど復

興に向け積極的に役割を果たすよう努めなければならな

い。

　議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報広聴手段

を活用し、議会広報の充実を図らなければならない。

評価せず

評価せず

A

論点や争点を明確にするとともに、市民にとって分か

りやすいものとなることを目的として、試行期間を経

て、一問一答方式の本格導入がなされた。



【評価・検証シート】 【評価】Ａ：( 80 ％程度以上)、B：(80～60 ％程度)、 C：(60～40 ％程度)、

Ｄ：(40～20 ％程度)、E：(20 ％程度以下)、－：評価対象外

章 条 項 号 条文 評価 評価内容 今後の対応

(政策に対する説明の要求)

第12条

第５章 (委員会の役割) 第１項

委員会の 第13条

活動

第２項 さらに研鑽を重ねる。

(委員会の運営) 第１項 精力的に取組む。

第14条

第２項 動画配信の検討。

第６章 (議員定数)

議員定数 第15条

及び報酬

等 (議員報酬)

第16条

(政務活動費) 第１項

第17条

第２項

第７章 (議会改革)

議会の 第18条

機能強化

(議員研修の充実 第１項 拡充強化に努める。

強化)

第19条

第２項

　委員会は、本会議における能率的な審議及び表決を行う

ため、審査機関及び調査機関としての役割を担うものとす

る。

　委員会は、市政の課題に迅速かつ的確に対応するため、

その専門性及び特性を十分発揮しなければならない。

　委員会は、委員の資質向上及び政策の充実に資するた

め、独自に調査研究するよう努めるものとする。

　委員会は、審査及び調査に当たっては、市民に対し分か

りやすい議論を行うよう努めなければならない。

　議員定数は、市政の現状及び課題、議会の審議能力並び

に市民意思の適正な反映を確保するなど、総合的な観点か

ら、別に条例で定める。

　議員報酬等は、市民の負託に応える議員活動の対価であ

ることを基本として、別に条例で定める。

　政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、政策立案又

は議案等の審議及び審査のための調査研究等に資する活動

費用として活用し、その使途を収支報告書とともに議長に

報告し、透明性を確保しなければならない。

　政務活動費の交付に関し必要な事項は、別に条例で定め

る。

　議会は、市政の課題を多角的な視点から捉え、議員の政

策形成及び立案能力の向上を図るため、議員研修の充実及

び強化に努めるものとする。

　議会は、社会環境及び経済情勢等の変化を的確に把握

し、新たに生ずる市政の課題を適切かつ迅速に対応するた

め、継続的に議会改革に取り組むものとする。

　議会は、市長等が政策を提案した場合、議会審議におけ

る論点を整理し、その審議を深めるため、市長等に対し必

要な情報を明らかにするよう求めることができる。

必要に応じて、市長等に対し必要な情報を明らかにす

るよう求めている。

必要に応じて行ってい

く。B

B

現在も行われているが、政策立案形成及び立案能力の

向上という趣旨を深める必要があり、更なる充実が必

要。

A

視察報告等をインターネットや議会広報誌で公開して

いる。

さらなる情報開示が必要。

所管事項調査や他都市行政調査を行い、委員の資質向

上及び政策の充実に努めている。

B
一問一答方式の活発化を行いながら、議員個々の分か

りやすい質問に努力をしている。

A

条例等の規定を遵守し、使途を収支報告書で報告して

おり透明性は確保されている。

（評価対象外）ー

ー

（評価対象外）
ー

（評価対象外）

B

　議会は、議員研修及び調査研究の実施状況を、議会広

報、ホームページその他の広報活動により公開するものと

する。

早急に変更する要素はないが、必要と認められた場合

は迅速に対処でき、かつ、議会基本条例の制定や一問

一答方式の本格導入等、継続的に議会改革に取組んで

いる。

A

委員会を中心に適切な審査及び調査機関としての役割

を担っている。A

B

概ね実施されているが、さらに専門性を高める努力が

必要。



【評価・検証シート】 【評価】Ａ：( 80 ％程度以上)、B：(80～60 ％程度)、 C：(60～40 ％程度)、

Ｄ：(40～20 ％程度)、E：(20 ％程度以下)、－：評価対象外

章 条 項 号 条文 評価 評価内容 今後の対応

(調査研究のための 第１項 制度は存在しているが、事例や機会が無かった。

機関の設置)

第20条 第２項 事例や機会が無かった。

(議会事務局の体制整備)

第21条

(議会図書館の充実) 第１項

第22条

第２項

(予算の確保)

第23条

第８章 (最高規範性) 第１項 条例を尊重している。

最高規範 第24条

性及び

見直し 第２項 遵守し議会運営を行っている。

第３項 改選後、全議員対象に一度実施された。

(見直し手続き) 第１項 今回初めて実施。

第25条

第２項

第３項 　議会がこの条例を改正するときは、本会議において、改

正の理由及び経緯を詳しく説明しなければならない。

　議長は、議会及び議員の政策立案能力を向上させ、議会

活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の調査活動

の充実及び法制能力の強化を図るとともに、議会事務局の

組織体制の充実に努めるものとする。

　議会は、議員の調査研究のため必要な図書及び資料を収

集し、議会図書室を適正に管理運営するとともに、その機

能の強化に努めるものとする。

　議会図書室の管理運営について必要な事項は、別に条例

で定める。

　この条例は、議会における最高規範であって、議会は、

この条例の趣旨に反する議会の条例、規則等を制定、改廃

してはならない。

　議会及び議員は、この条例に定める理念及び原則並びに

これらに基づいて制定される条例及び規則等を遵守し、議

会を運営しなければならない。

　議会は、議員にこの条例の理念を浸透させるため、一般

選挙を経た任期開始日以後、速やかに、この条例の研修を

行うものとする。

　議会は、この条例の目的が達成されているか否かを、毎

年、議会運営委員会において検証し、公表するものとす

る。

　議会は、前項の検証の結果により、この条例の改正を含

む適切な措置を講じなければならない。

　議会は、議事機関としての機能を確保するとともに、よ

り円滑な議会運営を実現するため、市長に対し、必要な予

算を確保するよう求めることができる。

　議会は、審査、諮問又は調査のため必要があると認める

ときは、調査のための機関を置くことができる。

　専門的事項に係る調査を行うときは、必要に応じて、学

識経験者等を活用するものとする。

議会事務局の果たす役割は大きく、規定内容の実現に

向けて常に取組んでいる。

議会運営に係る予算の確

保に努める。

A

体制整備は、不断の検討

が必要。

必要最小限の機能を有しており、図書・新聞等十分活

用できる環境にあるが、図書資料のさらなる充実が望

まれる。

B

B

さらなる充実に向けた検

討が必要。

（評価対象外）
ー

本項は、条例の改正手続きについて定めているため評

価せずとした。

本項は、条例の改正手続きについて定めているため評

価せずとした。

評価せず

評価せず

A

A

A

評価せず

評価せず

タブレット端末の導入をするなど、議事機関としての

機能を発揮するために必要な予算は確保されている。
B


